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2455年（西暦1912年）、［英国留学を間近に控えた］
プラヤーマーン侯は［ラピー親王に謁見し］フランス
人編纂委員の起草した民商法草案第一編から第三編ま
でをイギリスに携帯してもよいか、その許しを請うた。

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.62】



  

［これに対して］ラピー親王は、［イギリスに到着し
たら］自身の友人であるサイモン卿を訪問してくれる
よう、プラヤーマーン侯に委託した。

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.62】



  

（サイモン卿とは、衆議院議員を何期も勤め、様々な
閣僚ポストも歴任した人物だが、当時は著名な弁護士
として活動していた。［本当は法務長官］）

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.62】



  

プラヤーマーン侯は、［サイモン卿に面会する際に］
民商法草案３編を持参して、卿に見せたのである。
卿はそれに一通り目を通すと、こう語った：

「これを起草した人物は、独自の構想にしたがって、
　新しいオリジナルな体系を築こうとしているよう
　だが、この人物は、そのために必要な能力を備え

　ていないようだ。起草した条文が整合的でない。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.62】



  

［そして］サイモン卿は、プラヤーマーン侯に次のよう
なアドバイスを与えた：

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.62】



  

「タイのような国にとってとりあえず一番良い方法は、
　まずどこかの国の法典をモデルにして、それを模倣
　することだ。たとえば、日本の民法典だ。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.63】



  

「この日本自身、ドイツの民法典を模倣しているの
　だ。ただし、難しいところや煩雑過ぎるところは
　切り捨てているがね。もし外国人が難詰してきた
　場合には、タイ国は『これは日本民法典から採っ
　てきたのだ』と反論することができる。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.63】



  

［…］更にサイモン卿は次のように語って聞かせた：

「日本も西洋諸国に領事裁判権を認める条約を強要
　され、近代的な法制度の整備をその廃止の条件と
　されたのだ。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.63】



  

「そこで日本は、多数の留学生を西欧諸国に送って
　法律を学ばせると同時に、西洋式の法律制度に倣っ
　て、様々な法律の立法作業を始めた。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.63】



  

「その当初、フランス政府がフランス人法律家を日
　本に送り込んで、立法作業を支援しようと申し出
　た。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.63】



  

「ところが、西洋諸国で学んでいた日本人たちが留学
　を終えて帰国するころになっても、フランス人法律
　家の起草作業は未だに完了していなかったのだ。

　そうした帰国留学生のなかに、３名の法学者がいた。
　ホチミ（英・独留学）、トミイ（仏・独留学）、
　そしてスミ（仏留学）の３氏だ。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.63】



  

「この３氏がフランス人の草案を調べてみると、起草
　者がオリジナルの体系を目指しているが、能力が不
　足しているということが判明した。しかし、日本人
　３人だけがそう主張したところで、政府や民衆を説
　得することは不可能だということも心得ていた。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.64】



  

「そこで３氏は、フランス人の草案の一部を翻訳して
　裁判官や弁護士たちに配布し、読んでもらうことに
　した。それを読んだ裁判官や弁護士は、『この草案
　ではとても使い物にならない』と初めて理解した。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.64】



  

「［このため］日本政府は、この３氏自身を起草者に
　任命することにした。３氏は、ドイツ民法をモデル
　にし、直接それを模倣して日本民法を起草すること
　にした。しかし、難しすぎると判断した部分は切り
　捨てることにしたので、短期間のうちに作業を完了
　することができた。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.64】



  

「それだけでなく、誰か難詰する者がいたとしても、
　『これはドイツ民法から採ってきたのだ』と反論
　することができた。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.64】



  

こう語ると、サイモン卿はプラヤーマーン侯に次のよう
な忠告を与えた：

「タイに帰国しても、『フランス人の草案は良くない』
　などという言葉は口外してはならない。なぜなら、
　現在のフランスの親切心（goodwill）自体は実にりっ
　ぱなものだからだ。日本人法学者が使ったのと同じ
　方法を使いなさい。そうすれば、［タイの政府や法
　曹を説得することに］成功するだろう。」

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.64】



  

““Sir Simons”Sir Simons”とは誰かとは誰か



  

イギリス留学前後の事情イギリス留学前後の事情

　イギリスへ発つ直前の謁見の際に、ラピー親王はプラヤーマーン侯
に対して、英国の法曹資格を取得した後、今度はハイデルベルグへ
行ってドイツ法を学んでくるよう指示したという。

実はですね、イギリスに発つ前にラピー親王に
拝謁しました。殿下はドイツ法に関心をお示し
になり、私にこう尋ねました。イギリス留学を
早々に終えて、引き続きドイツへ留学し、帰国
後は民法の編纂に携わるか、それとも、イギリ
スの法曹資格を取得後、直ちに帰国して検察庁
長官に就任するか、どちらかの道を選ばせよう
となさったのです。

【『聴取録』, 原本P.3; 出版P.19 – 20】



  
【『聴取録』, 原本P.3; 出版P.20】

　もちろんプラヤーマーン侯は前者を選択し、イギリス留学中にドイ
ツ民法の学習にも勤しむことになる。

　しかし、留学中に第一次世界大戦が勃発したため、ドイツ留学の夢
は果たされることなく終わった。

こうした訳で、イギリスに留学中、私はドイツ
法の教科書も読んで勉強しました。そして、
「ああ、よく分かる」と感じました。私たちは
［法律学校(Inner Temple)の授業で］ドイツ法
を学んだ訳ではありませんが、不思議なことに
読んですぐに理解できたのです。



  

　1916年に帰国すると、まず国際裁判所に復職し、1917年に宮内省法
務官補佐に任ぜられ、更に1919年には、ラーマ六世の意向により、
法典編纂委員会付きの常勤書記官となる。それには次のような事情が
あった…

［ある日］ラーマ六世はプラヤーマーン侯を
相手にして、次のようなグチをこぼした：
「あの［民商］法典の件だが、彼ら仏人法律
家たちはこんなに長い間、一体どういう風に
仕事をしているのやら。その成果を我々には
少しも見せてくれないのだ［本当はこの年、
最終草案が提出された］。既に何百万バー
ツもの国費をつぎ込んできたのに。」そして

次のように語った：「そこでだが、お前が
行って、何とかしてくれないか。我々にもそ
れ［＝草案］を見させてくれ。」こうして、
ラーマ六世は1919年「少なくとも三編は完成
させなければならない」とプラヤーマーン侯
に言付けた上で、法典編纂委員会付き常勤書
記官に任命した。

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.65】



  

　10年ぶりに、再び法典編纂委員会に送り込まれたプラヤーマーン侯
は、フランス人法律家たちが起草した草案をタイ語に翻訳すること
になるが…

プラヤーマーン侯は、こうしてフランス人
法律家たちが英語で起草した草案の第一編
と第二編を全てタイ語に翻訳した。

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.65】

チャーンチャイ氏の記述では、以上のよ
うに「第一編・第二編の全てをタイ語へ
翻訳した」ことになっているが、プラ
ヤーマーン侯自身は『聴取録』のなか
で、異なった発言をしている。それを見
ると…



  

［ドイツに留学して］勉強を続けたかった
のですがね、残念ながらその願いは叶いま
せんでした（笑）。あの頃、フランス人の
法典編纂委員たちは、未だにその作業を完
了していませんでした。そこに勅令が下っ
て私が再び法案起草局［＝法典編纂委員会］
に送り込まれました。私は、彼らの草案を
調べてみました。それで分かったのですが、
彼らフランス人たちは、オリジナルの体系
でタイの法律を書こうとしていました。つ
まり、［フランス式でもドイツ式でもない］
独自のシステムを自力で構築しようとして
いたのです。

　プラマーマーン侯の発言を見てみると…

【『聴取録』, 原本P.3; 出版P.20】



  

私は、彼らの草案をよく読んでみました。
ところが、どうもすっきりと理解できない
のです。法律を書いているのにも関わらず、
全体が整っていない。何か辻褄が合わない
感じがするのです。そこで私は、その草案
をタイ語に翻訳してみました。そうです、
私が翻訳したこの200条ですがね、誰に読
ませてみても理解できない。とても読みづ
らいのです。最後に私は、これを国王陛下
にお見せいたしました。

　プラマーマーン侯の発言を見てみると…

【『聴取録』, 原本P.3; 出版P.20】



  

翻訳委員会での審査翻訳委員会での審査

　とりあえず、チャーンチャイ氏の記述に従って、その後の進展を
追ってみると、翻訳を完成させた後、プラーヤーマーン侯が、法典
編纂委員会委員長、司法大臣チャオプラヤーアパイラーチャーマ
ハーユティタムトン公爵に対し、翻訳委員会を設置して自らのタイ
語訳を審査するとを進言した。進言は受け入れられ、翻訳委員会が
任命されたが…

翻訳委員会は、侯の翻訳を実際に調査し、
それを修正しようとしたが、プラーヤー
マーン侯の翻訳が原文の忠実な逐語訳で
あることに気がつき、原文自体に辻褄の
合わないところがあることを認識すると、
途端に修正する勇気を失ってしまった。
フランス人の作成したものだったからで
ある。

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.66】



  

翻訳校正特別委員会での審査翻訳校正特別委員会での審査

　そこでプラーヤーマーン侯は、今度は王族や宮廷貴族からなる翻訳
校正特別委員会の設置をラーマ六世に進言し、1922年、この特別委
員会による翻訳の審査が始まった。翻訳委員会の委員が交代で審議
に出席して解説したが、特別委員に厳しく問い詰められると、返答
できなくなり、プラーヤーマーン侯自身とその兄のプラヤースィー
タンマティベート侯爵以外は、審議に出席しなくなってしまう…

翻訳校正特別委員は「こんな翻訳は人間
の言葉ではない！」と罵ったが「彼らの
作ったものは本当は良いものだ。だが翻
訳すると、我々には使えなくなってしま
う」と語った。そこで侯は「確かに人間
の言葉ではございません。ですから、原
文自体に誤りがあるのではございません
か？」と問い質した。特別委員も、侯の
翻訳が忠実な逐語訳であり、原文自体に
辻褄の合わないところがあることを認め、
「どうしたものか」と相談し合った。

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.66~67】



  

プラヤーマーン侯の提案プラヤーマーン侯の提案

　プラヤースィー侯とプラーヤーマーン侯の二人は、特別委員会に呼
び出される…

特別委員の方々もついに「フランス人たちの
書いたものは良くない」とお認めになり、私
たち二人を相談にお呼び出しになりました。
私たちは特別委員会に参ったのですが、プラ
ヤースィー侯、この方は私の兄なのですが、
実に賢い方で、何かまずい立場に置かれると
黙り込んでしまう。特別委員の方々が質問な
さっても、一言もおっしゃらない。

【『聴取録』, 原本P.4; 出版P.21】



  

プラヤーマーン侯の提案プラヤーマーン侯の提案

　プラヤースィー侯とプラーヤーマーン侯の二人は、特別委員会に呼
び出される…

とうとう私が口を開いて提案申し上げたので
す、どうか、私たちに日本式のやり方を使わ
せてはいただけないでしょうか、と。つまり、
日本民法からコピーしてくるのです。この方
法でしたら簡単ですし、すぐにできます。あ
のフランス人たちでさえ力が及ばなかったの
です。私たち自身が無理をして起草しても、
その結果はもっと無惨になるばかりでしょう。

【『聴取録』, 原本P.4; 出版P.21 – 22】



  

プラヤーマーン侯の提案プラヤーマーン侯の提案

　プラヤースィー侯とプラーヤーマーン侯の二人は、特別委員会に呼
び出される…

日本を模倣するのが一番よい。と 言うのも、
日本はドイツを模倣しているのです。ドイツ
は［フランス民法典の成立以来］既に100年
も研究してきました。そして日本は、ドイツ
法を模倣するに当たって［西欧の諸法のなか
から自ら進んでドイツ法を］選択して模倣し
ているのです。しかし日本は、ドイツのやり
方を［そっくりそのまま］取り入れた訳では
ありません。それが何であれ、難解なところ
はどんどん切り捨て、分かりやすいところだ
けを採用しました（笑）。

【『聴取録』, 原本P.4; 出版P.22】

プラヤーマーン侯の翻訳の是非を巡る論
争は1922年ではなく、実際には1919年
年末に既に起きていたようである。



  

１９２３年民商法の公布の意味１９２３年民商法の公布の意味

【チャーンチャイ『フランスの影響』, P.67】

しかしながら［プラヤーマーン侯は、あの
Sir Simonの助言に従って］まずは、フラン
ス人たちの起草した草案のタイ語訳を印刷
して、全ての裁判官と弁護士たちに配布し、
その意見を聴取するべきだ［と主張した］。

特別委員会の委員たちも、当時フランスが
［サヤム王国に対して］強い権限を有して
いることに配慮して、全ての裁判官と弁護
士たちにフランス人たちの草案を読ませる
ために、彼らの起草した第一編と第二編を
予め公布すべきことをラーマ六世に上奏し
た。

　タイの通説的見解では、1923年民商法第一編・第二編公布の目的
は、フランス人の草案を広くタイ法曹に公開してその反応を見るた
め、言い換えれば、代替案への乗り換えを正当化するためであった
と、理解されている。



  

プラヤーマーン侯が語る「新編纂委員会」とは？プラヤーマーン侯が語る「新編纂委員会」とは？

　ところが、プラーヤーマーン侯の回想では、代替案の提案の場面の
後に、新委員任命の話が続く。これが1923年法典の公布後のことな
のか（通説的理解）、それともそれ以前、つまり1923年10月27日の
勅令で設置された「法律起草庁」のことなのか。この点が必ずしも
明確ではない…

とうとう勅令が下って、新編纂委員が任命され
ました。タイ人委員が四名いまいした。チャオ
クンスィー侯［＝プラヤースィー侯］、チャオ
クンテープ侯［＝プラヤーテープウィトゥン侯］
ええと……それから私です。それに、もう一人
いました。フランス人のルネ・ギヨン氏です。
彼の参加が許されたのは、彼こそ旧法典を起草
した人物だったからです。

【『聴取録』, 原本P.4; 出版P.22】



  

プラヤーマーン侯が語る「新編纂委員会」とは？プラヤーマーン侯が語る「新編纂委員会」とは？

　ところが、プラーヤーマーン侯の回想では、代替案の提案の場面の
後に、新委員任命の話が続く。これが1923年法典の公布後のことな
のか（通説的理解）、それともそれ以前、つまり1923年10月27日の
勅令で設置された「法律起草庁」のことなのか。この点が必ずしも
明確ではない… 私たちは友好関係を損ないたくなかったのです

よ。私たちは、旧法を詳しく調べました。その
結果、旧法点の全てを捨て去るようなことはし
ませんでしたから。

しかし、フランス人は彼一人だけ、こちらは四
人です。多数を制していましたから、私たちが
変えたいと思えば、何でも思い通りに変えられ
ました（笑）。

【『聴取録』, 原本P.4; 出版P.22 – 23】

おそらく1923年10月設立の法律起草庁
である。つまり1923年法典公布前に、
その修正が既定方針となっていた。



  

ドイツ民法および日本民法を何で学んだかドイツ民法および日本民法を何で学んだか

　ところでプラーヤーマーン侯は、日本語はいうまでもなく、ドイツ
語も読めたという証拠はない。イギリス留学中に英語文献を拠り所
にドイツおよび日本の民法について学んだようであるが、具体的に
どのような文献を利用したのだろうか…

日本政府はあの三教授に新草案を起草させま
したが、それはドイツ法を手本にして、それ
を編集し直したものでした。三教授はそのこ
とを隠しもせず「これは我々の知恵ではない。
ドイツ法からコピーして来たのだ」と公言し
たんですよ（笑）、ええ、ベッカー氏の著作
を見れば判るようにね。［イギリス留学当時］
既に何冊かあって、それを学んで来ました。
それから、［後に出版された］ベッカー氏の
英語による解説です。これは役に立ちました。
それから［ドイツ民法については］シュスター
の著作に助けられました。日本もタイと同じ
です。フランス人の草案に満足せず、あの三
人に書かせました。

【『聴取録』, 原本P.8; 出版P.29 – 30】



  

Works of Joseph Ernest de Becker (1863-1929)Works of Joseph Ernest de Becker (1863-1929)

　プラーヤーマーン侯の蔵書は現在、バンコク大学に寄贈され管理さ
れているが、その目録中には以下のような著作が記録されている…

Annotated Civil Code of Japan, 1909.
The Commercial Code of Japan.
Commentary on the Commercial Code of Japan, 1913.
The Code of Civil Procedure of Japan
The Criminal Code of Japan
International Private Law of Japan, 1919.
The Principles and Practice of the Civil Code of Japan, 1921.
Japanese Code of Criminal Procedure and Rules for Dealing 

summarily with Contraventions
Japanese laws and ordinances concerning patents, trademarks, 

designs and utility models, 1922.
De Becker's Japanese Law of Trading Partnerships and 

Companies.



  



  

ドイツ民法の英語訳についてドイツ民法の英語訳について

　上記シュスターの著作とは：
Ernest J. Schuster (LL. D. Munich) of London's Inn, Barrister-at-Law : 
　The Principles of German Civil Law, Henry Frowde, London, 1907. 

その他、ドイツ民法の英語訳について次のような発言をしている…

不思議なもので、コモンローを知っているイギ
リス人にはドイツ民法はすぐに理解できるので
すが、フランス民法はそうではない。何か辻褄
が合わない。そんな訳で、日本は我々に先立っ
て［ドイツ民法を継受する］道へ進みました。
この選択は正しかったと私は思います。そして
我々は、更に日本のこの選択に倣ったのです。
このドイツ民法ですがね、「チュン・フイ・ワ
ン」とかいう名の中国人が英語に翻訳していた
んですよ。実に良い翻訳です。私もイギリス留
学時代に読みましたが、とても良く分かると感
じました。

【『聴取録』, 原本P.8~9; 出版P.31】



  



  



  

１９２５年法典に残された痕跡１９２５年法典に残された痕跡

　Chung Hui Wang氏は、ドイツ民法第295条の翻訳でミスを犯した：

ドイツ民法 第295条［口頭の履行提供］
債権者が、履行の提供があっても受領を拒むであろうことを予め債務者
に告げていた場合、または履行のためには、債権者側からの行為が必要
な場合、特に債権者が［履行地に出向いて］目的物を取り立てるべき場
合には、債務者は、口頭による履行提供を［債権者に対して］行えば足
りる。債務者が債権者に［履行の受領に］必要な行為をするよう催促す
ることもまた、履行の提供と同様の効力を有する。 

295. 
A verbal tender by the debtor is sufficient if the creditor has declared to him 
that he will not accept the performance, or if for effecting the performance 
an act of the creditor is necessary, e.g., if the creditor has to take away the 
thing owed. A summons to the creditor to do the necessary act is 
equivalent to tender of performance.





  

　プラヤーマーン侯は、このChung Hui Wang氏の翻訳を見て、さす
がに「これは何か変だ」と感じたに違いない。しかし、ドイツ語原
文を参照することはできなかったのであろう、第208条第2項後段
に、自分なりの工夫を加えることによって、この難を逃れている：

第208条
I. 債務者は債権者に対して、如何にして履行すべきであるにせよ、
その通りに現実に履行を提供しなければならない。

II. 債権者が、履行の提供があっても受領を拒むであろうことを予め
債務者に告げていた場合、または履行のためには、債権者からの
行為が必要な場合には、債務者は、履行の準備が全て整い、債権
者の受領を待つばかりである旨を債権者に告知すれば足りる。
このような場合には、債務者の告知は履行の提供と同様の効力を
有する。



  

タイ民商法典第２０８条の出所は？タイ民商法典第２０８条の出所は？

§ 295 Ein wörtliches Angebot des Schuldners genügt, wenn der 
Gläubiger ihm erklärt hat, daß er die Leistung nicht annehmen 
werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des 
Gläubigers erforderlich ist, insbesondere wenn der Gläubiger die 
geschuldete Sache abzuholen hat. 

Dem Angebote der Leistung steht die Aufforderung an den Gläubiger 
gleich, die erforderliche Handlung vorzunehmen.

§ 294 Die Leistung muß dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, 
tatsächlich angeboten werden.

第493条　弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について
債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領
の催告をすれば足りる。 

ในกรณีเช่นน้ีท่านว่าคำบอกกล่าวของลูกหน้ีนัน้ก็เสมอกับคำขอปฏิบัติการชำระหน้ี

I.  

II.  
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